












Information

11月月ののお　お　　　らせらせ知
●
自
衛
官
候
補
生

◆
応
募
資
格　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

◆
受
付
期
間　

年
間
を
通
じ
て
行
っ
て
い
ま
す
。

●
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

生
徒（
一
般
）

◆
応
募
資
格　

男
子
で
中
卒（
見
込
含
）17
歳
未
満
の

方　◆
受
付
期
間　

1
月
5
日（
金
）

◆
試
験
日　

１
次
試
験
：
１
月
13
日（
土
）〜
14
日

（
日
）

※
い
ず
れ
か
１
日
を
指
定
さ
れ
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ　
自
衛
隊
宮
城
地
方

協
力
本
部　
石
巻
地
域
事
務
所（
東
松

島
市
赤
井
字
鷲
塚
１

－

６
）

☎
＆
Ｆ
Ａ
Ｘ
83

－

６
７
８
９

　
健
康
、
負
債
、
仕
事
、
人
間
関
係
、

引
き
こ
も
り
な
ど
、
あ
な
た
が
抱
え

る
心
配
ご
と
や
不
安
な
こ
と
を
専
門

の
支
援
員
が
一
緒
に
考
え
、
解
決
・

改
善
へ
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
相

談
者
の
要
望
・
状
況
に
よ
り
出
張
相

談
や
支
援
な
ど
も
行
い
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
防
止
の
た
め
、
巡
回
相
談
を
中

止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

自
衛
官
募
集

採
用
情
報

女
川
町
生
活
福
祉

巡
回
相
談

《
巡
回
相
談
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
》

◆
女
川
町
ま
ち
な
か
交
流
館

　
1
月
17
日
、
31
日（
水
）

◆
女
川
町
勤
労
青
少
年
セ
ン
タ
ー

　
1
月
10
日
、
24
日（
水
）

　
午
後
１
時
〜
３
時

◆
電
話
相
談　
月
〜
金
曜
日　

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

◆
問
い
合
わ
せ　
宮
城
県
北
部
自
立

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー　

東
部
・
気
仙

沼
事
務
所　
☎
25

－

７
６
０
７

◆
受
付
業
種　
建
設
工
事
、
測
量
・

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
と
物
品
・

役
務
提
供
等

※
令
和
５
年
２
月
に
上
記
業
種
に
申

請
登
録
さ
れ
た
事
業
者
の
方
は
今
回

の
申
請
は
不
要
で
す
。

◆
受
付
期
間　
２
月
１
日
〜
29
日

◆
登
録
期
間　
４
月
１
日
〜
令
和
７

年
３
月
31
日

◆
申
請
方
法　
女
川
町
公
式
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
の
業
者
登
録
フ
ォ
ー
ム（
１
月

中
旬
に
公
開
）か
ら
申
請
者
情
報
等
を

入
力
送
信
の
上
、
申
請
書
類
の
送
付

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
送
付
は
郵
送（
輸
送
）の
み
で
【
一

般
書
留
】【
簡
易
書
留
】【
特
定
記
録
】

【
宅
配
便
】
な
ど
、
到
着
日
時
が
確

認
で
き
る
方
法
と
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
送
付
先　

〒
９
８
６

－

２
２
６
５　

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
一
丁
目

１
番
地
１

女
川
町
役
場　
総
務
課　
管
財
係

令
和
６
年
度
入
札
参
加
資
格
登
録
申
請

書
の
補
充
登
録
に
つ
い
て（
お
知
ら
せ
）

　

各
申
請
様
式
は
町
公
式
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、

総
務
課
窓
口
で
用
意
し
て
い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ　
総
務
課　

管
財
係

　
☎
54

－

３
１
３
１（
内
線
２
２
３
）

　

基
地
モ
ニ
タ
ー
制
度
は
基
地
周
辺

住
民
の
意
見
と
要
望
等
を
聴
取
し
、

基
地
諸
施
策
の
改
善
・
向
上
に
資
す

る
と
と
も
に
、
地
域
に
密
着
し
た
広

報
の
推
進
を
図
る
た
め
の
制
度
で
す
。

◆
募
集
人
数　
10
名

◆
活
動
期
間

　

４
月
か
ら
令
和
７
年
３
月
ま
で
の

１
年
間

◆
活
動
内
容

・基
地
行
事（
航
空
祭
、
基
地
見
学
等
）

へ
の
参
加

・
基
地
モ
ニ
タ
ー
会
議
へ
の
出
席
と

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
へ
の
協
力

・
自
衛
隊
や
松
島
基
地
の
諸
施
策
に

対
す
る
意
見
・
要
望
等
の
提
出

◆
対
象

・
18
歳
か
ら
69
歳
ま
で
の
基
地
周
辺

(

東
松
島
市
、
石
巻
市
、
松
島
町
、
女

川
町)
に
住
民
登
録
の
あ
る
方
。

・
自
衛
隊
や
防
衛
問
題
に
関
心
が
あ

り
、
公
正
で
建
設
的
な
意
見
が
で
き

る
方
。

・
基
地
モ
ニ
タ
ー
を
対
象
と
し
た
各

種
行
事
に
参
加
で
き
る
方（
平
日
も
対

応
可
能
な
方
）

※
た
だ
し
、
議
会
議
員
、
常
勤
の
国

家
公
務
員
と
地
方
公
務
員
の
方
は
除

き
ま
す
。

令
和
６
年
度
松
島
基
地
モ

ニ
タ
ー
大
募
集
！

◆
応
募
方
法

　

必
要
事
項
を
記
入
し
、
電
子
メ
ー

ル
か
郵
送
に
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

な
お
、
当
基
地
へ
直
接
電
話
で
の
応

募
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
必
要
事
項

　

①
氏
名(

ふ
り
が
な)　
②
年
齢　

③
生
年
月
日　
④
性
別　
⑤
職
業(

職

種
の
詳
細)　
⑥
住
所　
⑦
電
話
番
号

（
携
帯
電
話
か
固
定
電
話
）　

⑧
応
募

の
動
機(

自
由
意
見)

◆
宛
先

【
郵
送
の
場
合
】

　

〒
９
８
１

－

０
５
０
３　

東
松
島

市
矢
本
字
板
取
85　

航
空
自
衛
隊
松

島
基
地
広
報
班(

基
地
モ
ニ
タ
ー
担
当

者)【
メ
ー
ル
の
場
合
】

4wg-adm
008@inet.asdf.m

od.
go.jp

◆
応
募
期
間　
１
月
28
日(

日)

ま
で

※
郵
送
は
１
月
28
日(

日)

必
着

◆
そ
の
他

・
応
募
多
数
の
場
合
は
、
厳
正
に
選

考
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
基
地
モ
ニ
タ
ー
に
選
ば
れ
た
方
に

は
、
３
月
下
旬
ま
で
に
別
途
ご
連
絡

し
ま
す
。

・
選
考
に
漏
れ
た
方
に
は
、
お
知
ら

せ
し
ま
せ
ん
の
で
予
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　

高
校
、
大
学
等
へ
の
入
学
時
・
在

学
中
に
か
か
る
費
用
を
対
象
と
し
た

公
的
な
融
資
制
度
で
す
。
お
子
さ

「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」（
日
本

政
策
金
融
公
庫
）の
ご
案
内

ま
１
人
に
つ
き
３
５
０
万
円
以
内
を
、

固
定
金
利（
年
2
．
25
％（
令
和
5
年

10
月
2
日
現
在
））で
利
用
で
き
、
在

学
期
間
内
は
利
息
の
み
の
ご
返
済
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
り
災
証
明
書
等（
避
難
等
の
指
示
を

受
け
て
い
る
方
は
被
災
証
明
書
等
）を

受
け
て
い
る
方
を
対
象
と
し
て
、
金

利
引
き
下
げ
な
ど
の
「
災
害
特
例
措

置
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」

で
検
索
し
て
い
た
だ
く
か
、
下
記
の

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

〔
教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
〕

０
５
７
０
―
０
０
８
６
５
６　
（
ナ

ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）か（
03
）５
３
２
１
―

８
６
５
６

　

小
中
学
生
参
加
無
料
の
子
ど
も
食

堂
で
す
。
申
し
込
み
不
要
で
、
未
就

学
は
親
子
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

◆
日
時　
1
月
20
日（
土
）午
後
２
時

30
分
〜
３
時
30
分

◆
場
所　
き
ら
ら
女
川（
シ
ー
パ
ル
ピ

ア
女
川
内
）

◆
内
容　
た
こ
焼
き
を
作
ろ
う
！

◆
問
い
合
わ
せ　
「
お
ら
ほ
の
女
川
食

堂
」
事
務
局（
Ｎ
ＰO

法
人
き
ら
ら
女

川
）☎
98
―
８
０
６
２

お
ら
ほ
の
女
川
食
堂

知

7 6



１　目　的

　女川町民農園は、町民が野菜と花きの栽培を通じて自然とふれあうとともに町民相互の
交流を促進し、健康的でゆとりのある生活の実現を図るための施設です。

２　対象施設

農園名 所在地 募集区画数 １区画あたり面積
女川町民農園 女川町清水二丁目６番地 30区画 16㎡（４ｍ×４ｍ）

⑴ 使用できる区画農地は、１人１区画とします。ただし、余剰がある場合は、この限りで 
はありません。

⑵ 使用区画農地の指定はできません。区画農地は抽選の上決定します。また、応募者多  
数の場合は、使用者も抽選の上決定します。

３　施設の構成

農園は、次の施設で構成します。
⑴ 駐車場（敷砂利）
⑵ 用水施設（上水道）
⑶ 農機具倉庫（貸出用農機具）
⑷ 残渣置き場
（注）農園内にトイレはありません。
　　近傍の施設（WACK女川スタジアム内公衆用トイレなど）をご利用願います。

女川町地域公共交通計画（案）に対する
パブリックコメントを実施しています
　町では、今年度策定する「女川町地域公共交通計
画」の趣旨や内容等の素案を公表し、計画に町民の
皆さんからご意見・ご提案を反映するためのパブ
リックコメントを募集します。
◆募集期間
　令和５年12月28日（木）から令和６年１月11日（木）まで
◆その他
　詳しくは、町公式ウェブサイトをご覧ください。
　URL：https://www.town.onagawa.miyagi.jp/
　　　　kokyo_koutsuu_keikaku.html

離島航路・船に関するアンケート調査
を実施しています
　シーパル女川汽船㈱と町では、出島架橋供用開始
後の離島航路再編と就航船「しまなぎ」の老朽化に
伴う代替船等を検討する「女川町離島航路改善計画」
を策定しています。
　町民の皆さんのご意見を伺うため離島航路と船に
関するアンケート調査を実施しています。
◆回答期間
　令和５年12月28日（木）から令和６年１月11日（木）まで
◆回答方法
　下記ＵＲＬかＱＲコードからGoogleformにアクセス
し、回答をお願いします。
　URL：https://forms.gle/
　　　　kCVVaz51JPVmabKdA
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令和６年度 女川町民農園の使用者を募集します。



農園区画

４　使用料金
　１区画（４ｍ×４ｍ　16㎡）あたり　年額 6,000円
⑴ 農園使用料金は、町発行の納入通知書により当該年度分を一括前納していただきます。 
⑵ 農園使用料金は、特別の事情があると認められるときは、規則で定めるところにより、
減額または免除される場合があります。

⑶ 以下①～③の条件に該当する場合は、使用料が５割減額されます。
① 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に規定する身体障害者手帳をお持
ちの方で、障害の程度が１級から４級までの方が属する世帯員

② 療育手帳交付規則（平成12年宮城県規則第102号）に基づき宮城県が発行する療育手
帳をお持ちの方が属する世帯員

③ 精神保健と精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条に規定する
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が属する世帯員

５　使用期間　令和６年４月１日～令和７年３月31日
　上記のとおり、農園を使用できる期間は、令和６年４月から翌年３月までの１年間とし
ます。また、特別な場合を除き休園日は設けません。なお、２年目以降も同じ区画を使用
したい場合は、翌年度の使用開始前までに許可申請書を提出していただきます。

６　対象者（農園を使用できる方）
　女川町民農園を使用できる方は、次のとおりです。
⑴ 町内に住所を有する方
⑵ 町長が特に必要であると認める方

７　申込方法
　別紙（本紙11ページの用紙）、「農園使用許可申請書（様式第1号）」に必要事項を記入の上、
下記までお申し込み（持参または郵送）願います。
⑴ 申し込み
　 〒986-2265　牡鹿郡女川町女川一丁目1番地１　女川町役場産業振興課農林係あて
　 ※産業振興課は、役場庁舎2階です。

⑵ 受付期間
　 令和６年１月５日（金）〜１月22日（月）　（郵送申し込みの場合は当日消印有効）

８　スケジュール

件名 期　間　等

募集・受付期間
令和６年１月５日（金）～１月22日（月）
午前９時～午後５時
郵送の場合は募集期間最終日の当日消印有効

農園使用者抽選会
と使用説明会 令和６年２月

９　問い合わせ
産業振興課　農林係
☎54-3131（内線663）
E-mail　norin@town.onagawa.lg.jp
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農園全景

農園区画

女川町民農園位置図

11 10

WACK女川
スタジアム 女川スタジアム公園

町民農園

P



キ
リ
ト
リ
線（
本
用
紙
を
切
り
と
っ
て
申
請
書
と
し
て
ご
使
用
く
だ
さ
い
。）
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町職員の人事行政運営等の状況を公表します

⑥級別職員数の状況（令和４年４月１日現在、一般行政職のみ）
級数 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計
職　務 主事、技師 主事、技師 係長、主査、主幹 課長補佐 課長、参事 課長
職員数 35人 16人 60人 19人 11人 10人 151人
構成比 23.2％ 10.6％ 39.7％ 12.6％ 7.3％ 6.6％ 100％

⑦特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）
区分 町長 副町長 教育長 議長 副議長 議員
給料月額 870,000円 653,000円 609,000円 339,000円 289,000円 274,000円
期末手当 3.30月分

③職員給与費の状況（令和4年度普通会計決算）

職員数（A） 給与費 1人あたり給与費
（B）／（A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 合計（B）

151人 435,264千円 113,470千円 166,482千円 715,216千円 4,737千円

2 給与等の状況
①人件費の状況（令和４年度普通会計決算）
人口(※) 歳出額(A) 人件費（B） 人件費率（B）/（A）
5,928人 13,107,283千円 1,273,003千円 ９．７％
� ※令和４年度末の住民基本台帳人口

②初任給の状況（令和４年４月１日現在）
区分 月額

一般行政職 大学卒 185,200円
高校卒 154,600円

1 任命、職員数に関する状況（令和４年４月１日〜令和５年３月31日）
①職員の採用状況（令和４年４月１日採用）

職種区分 人数 試験方法

一般行政職 保育士 ３人 市町村職員採用統一試験行政職 ５人
合　　計 ８人

②職員数　166人
（令和４年地方公共団体定員管理調査）

③職員の退職状況
定年退職 勧奨退職 死亡退職 その他 合計
４人 ０人 ０人 14人 18人

④再任用職員の採用状況
新規 更新 合計
３人 ４人 ７人

� （令和４年４月１日採用）

　「女川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、令和４年度の町職員の任免や勤務　「女川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、令和４年度の町職員の任免や勤務
条件などの概要をお知らせします。これらを公表することにより、人事行政の透明性を高め、公平性を条件などの概要をお知らせします。これらを公表することにより、人事行政の透明性を高め、公平性を
確保することを目的としています。�確保することを目的としています。� ◆◆問い合わせ　問い合わせ　総務課　総務係　☎54-3131（内線212・214）総務課　総務係　☎54-3131（内線212・214）

④平均給料月額と平均年齢（令和４年４月１日現在）
区分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 284,400円 40.3歳
技能労務職 264,600円 52.7歳

⑤職員手当の状況（令和４年４月１日現在）
区分 月額
賞　与 期末・勤勉手当　年間4.40月分

その他 地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤
務手当、単身赴任手当、宿日直手当、管理職手当等
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5 服務の状況 6 退職管理の状況
●営利企業等従事許可の状況

営利企業等の従事の内容 件数
営利目的の私企業を営む会社、その他団体役員、顧問、評議員、当該
会社・団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合 ０件

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 ０件
報酬を得て事業、事務に従事する場合 ０件

退職者数 18人
再任用 ３人
民間企業等 ４人
地方公共団体 ４人
再就職なし ３人
不明 ４人

7 研修、勤務成績の評定の状況
①研修の状況

区分 研修科目 参加人数
階層別研修 新規採用職員研修、一般職員研修、監督者研修、

管理者研修等 31人

専門研修 実務研修、法務政策研修、ステップアップ研修、
専門実務研修 18人

②勤務成績の評定の状況
評定の回数 ２回
評定の時期 10月、３月
対象人数 166人

8 福祉、利益の保護の状況
①職員の健康管理等に関する福祉の状況

職員の健康診断
区分 受診者

定期健康診断 158人
人間ドック 61人
脳検診 ３人

②職員の勤務条件に関する措置要求、不利益処分に
　関する不服申立等の利益の保護の状況

勤務条件に関する措置の要求の状況 該当なし
不利益処分に関する不服申立の状況 該当なし

③公平委員会の業務の状況
勤務条件に関する措置の要求の状況 該当なし
不利益処分に関する不服申立の状況 該当なし

4 分限、懲戒処分の状況
①分限処分者数
降任 免職 休職 降給
1人 ０人 0人 ０人

②懲戒等処分者数
戒告 減給 停職 免職
０人 ０人 ０人 ０人

3 勤務時間とその他の勤務条件の状況
①職員の勤務時間（一般職の標準的なもの）
１週間の勤務時間 勤務時間 休憩時間 週休日 勤務時間の割振変更制度
38時間45分 午前８時30分～午後５時15分 正午～午後１時 土曜・日曜 あり

②年次有給休暇の取得状況（※）
総付与日数 総使用日数 対象職員数 平均取得日数 取得率
約5,976日 約1,358日 159人 約９日 22.7％
� ※②③とも、復興支援派遣職員・会計年度任用職員分を除いています
④休暇制度

休暇の種類 概要

有給
休暇

年次有給休暇 1年につき最高20日間付与
病気休暇 負傷・疾病に応じて、必要と認められる期間
特別休暇 夏季休暇、忌引、結婚休暇、産前・産後休暇等

無給
休暇

介護休暇 介護のため勤務しないことが相当である時の休暇
組合休暇 職員団体の業務・活動等により必要な休暇

③時間外勤務・休日勤務の状況（※）
職員1人あたりの

時間外・休日勤務月平均時間数
18.5時間

⑤育児休業の取得状況
区分 育児休業 育児休業延長
男性 ０件 ０件
女性 １件 ０件

※3〜8は、令和４年４月１日～令和５年３月31日
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町民生活課町民生活課窓口からのお知らせ

●募集要件が緩和されました！
　・複数宅地の申し込みが可能。　　・住宅建築以外の用途での購入が可能。

●募集宅地は、女川町公式ウェブサイトでも詳しくご覧いただけます。
　https://www.town.onagawa.miyagi.jp/onagawa_bunjyo.html
  (ホーム＞くらしの情報＞住まい＞町有地分譲・貸付のご案内)

◆問い合わせ　企画課　定住・土地利用係　☎54-3131（内線233・234）

町で整備した町有宅地を分譲・貸付しています！
募集宅地位置、価格など、詳しくは企画課下記担当までお問い
合わせください！

町有地分譲・貸付町有地分譲・貸付
1月募集 1月４日（木）～１月18日（木）

女川町住民税非課税世帯等に対する女川町住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金臨時特別給付金（第２期）（第２期）のご案内のご案内

令和５年度

令和５年12月１日時点で女川町に住民登録があり次のいずれかに該当する世帯

女川町が確認書(または申請書)を受理した日から２週間後が目安です。
給付金の支給手続きは左ページをご確認ください。

◆問い合わせ　町民生活課　生活支援係　☎54-3131（内線162・165）

１世帯あたり７万円

世帯全員の令和５年度
「住民税均等割が非課税」

の世帯

令和５年１月以降の収入が
減少し「住民税非課税相当」
の収入となった世帯（家計急変世帯）

令和６年１月下旬～３月29日（金）

※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額（令和５年１月以降
の任意の１か月収入×12倍）が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指し
ます。（適用される限度額は、市区町村ごとに異なりますので、女川町役場にお問
い合わせください。）
（一例）住民税非課税となる年間給与収入の目安（女川町の場合）単身の場合：93万
円以下、扶養親族１名の場合137万８千円以下

給付金の支給額

支給対象となる世帯

給付金の支給時期

受付期間
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　寒さがますます厳しくなるこれからの時期は、水道管が凍結し破裂する恐れがあります。夜間の
気温が氷点下になる場合や、家を長い間留守にする場合は、あらかじめ対策をして、水道管を凍結
から守りましょう。
	 ・少しずつ水を出す（水はバケツなどにためて再利用する）
	 ・水道管を保温材などで包む
	 ・水抜き栓を閉める
　凍結による漏水では水道料金は減免されません。漏水に気付いたときは、
すぐに女川町指定の水道業者に修理を依頼してください。
　指定業者の一覧は、女川町公式ウェブサイトをご覧ください。
◆問い合わせ　上下水道課　業務係　☎54-3131（内線282・283）

水道管の凍結・破裂にご用心！

凍結対策の例

　　令和５年度女川町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
　　（一世帯３万円給付）を受給していない世帯

　　令和５年度女川町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
　　（一世帯３万円給付）を受給した世帯

※支給された給付金は、所得税が課されない非課税で給付金を支給された方が自ら使用することができる
　ように、譲り渡し・担保への活用・差し押さえが禁止されています。

※住民税非課税の方でも役場に収入金額を申告していない方には給付に関する書面が郵送されませんので、
　該当する方は役場へ収入金額を申告し、その後、町民生活課で給付金の受給申請をしてください。

①世帯の全ての方が令和５年１月１日以前から現住所にお住まいで、令和５年度
　住民税（均等割）が非課税の世帯

②世帯の中に令和５年１月２日以降に転入した方がいる、令和５年度住民税（均
　等割）が非課税の世帯

③予期せず令和５年１月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当　の
収入になった世帯（家計急変世帯）

●�女川町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。

●確認書の記載内容等を確認して、同封の返信用封筒で郵送してください。
【確認事項】
 　①記載された口座が、給付金振込を希望する口座であるか
 　②３つの支給要件確認欄に該当するか確認し、□に□とレ点を記載したか

●�女川町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。
●確認書の記載内容等を確認して、同封の返信用封筒で郵送してください。
【確認事項】
 　①記載された口座が、給付金振込を希望する口座であるか
 　②３つの支給要件確認欄に該当するか確認し、□に□とレ点を記載したか

●�申請書と返信用封筒を町民生活課の窓口で受け取ってください。
●�必要事項を記入した申請書と添付書類を返信用封筒で郵送してください。

●�申請書と返信用封筒を町民生活課の窓口で受け取ってください。
●�必要事項を記入した申請書と添付書類を返信用封筒で郵送してください。

給付金の支給手続き

Ⅰ

Ⅱ
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　町では、住民税申告・確定申告を２月６日（火）から３月15日（金）の日程で受付いたします。待
合会場での混雑緩和、申告受付時間の短縮のため町民皆さまには、提出書類等をあらかじめ整理の
上、可能なかぎり、各地区の実施日に合わせて申告会場にご来場いただきますよう、お願いいたし
ます。
　なお、無収入の場合でも申告をされないと、町営住宅への入居、各種融資、保育所入所等の手続
きに必要な所得証明書などの発行ができなくなったり、国民健康保険税の軽減が受けられなくなる
など、皆さまにとって不利益になることがありますので十分ご注意ください。

☆ 事業者の方は、記帳・帳簿の保存が義務化されていますので、帳簿等を整理の上ご来場ください。
　※経費等の集計をされていない方の申告は受け付けられませんのでご注意ください。
○医療費控除を受ける方は、１年間分の領収書を集計し「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
※従来の領収書の添付・提示では医療費控除は受けられなくなりましたので、ご注意ください。（女
川町役場で申告する場合は、申告受付時に担当職員が申告システム機械への入力により作成を補助します。）
　※未集計の場合、申告は受け付けられませんのでご注意ください。
☆所得税の確定申告をされる方は、ご自宅等のパソコンやスマートフォンからe-Taxによる申告や、
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」により確定申告書を作成し郵送で税務署へ提出
することも可能です。
☆申告時に必要なものは、来月２月号の広報紙でお知らせします。
※ご不明な点は、申告期間前にお問い合わせの上、必要書類の整理にご協力ください。

お願い・注意事項

事業主の方へ

令和６年度住民税申告令和６年度住民税申告
令和５年分確 定 申 告令和５年分確 定 申 告 がはじまります!!がはじまります!!

受付日 地　　　　　区
２月６日（火）
� ～８日（木） 大沢・浦宿全区

９日（金）・
13日（火）・
� 14日（水）

針浜・旭が丘

15日（木） 桐ケ崎・竹浦・尾浦
御前浜・指ケ浜

16日（金） 高白・横浦・大石原・野々浜
飯子浜・塚浜・小屋取

19日（月）・
� 20日（火） 小乗・西区

21日（水）・
� 22日（木） 出島・寺間・江島

受付日 地　　　　　区
26日（月）・
� 27日（火） 女川北・女川南

28日（水）・
� 29日（木） 大原北・大原南

３月１日（金）・
� ４日（月） 上全区

５日（火）・
� ６日（水） 清水・石浜・宮ケ崎

◆時間　午前９時～午後４時（※最終受付時間）　　◆会場　女川町役場　１階多目的室

※都合が悪く、各地区の実施日に申告ができない方
３月７日（木）～15日（金）
　※�ただし、３月10日（日）の受付時間は、
　　午前９時～午後２時です。

令和６年度住民税申告・令和５年分確定申告受付日程表

　給与支払報告書の提出期限は、１月31日（水）です。早めのご提出をお願いします。
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令和５年中（１月～12月分）の収入の申告となります。
フローチャート（次ページ）で確認してください。
令和６年1月1日現在女川町に住民登録のある方が対象となります。

●住民税申告の必要がない方
① 給与所得のみで、勤務先で年末調整を済ませた方
② 公的年金所得のみで、社会保険料控除、生命保険料控除などの所得控除を受けない方（※控除を受け
る方は申告が必要となります。）

③税務署へ所得税の確定申告書を提出した方

●役場で行える所得税確定申告（主なもの）
①個人事業者（営業、漁業、不動産等）で所得税の納付や還付がある方
※新型コロナウイルス感染症関連の給付金のなかには、申告が必要となるものがあり
　ます。受給した給付金等で申告が必要か不明な場合は、事前にご確認ください。
② １か所からの給与等の支払を受けている方で、給与所得、退職所得以外の
所得金額の合計額が20万円を超える方

③医療費控除を申告することにより、所得税の還付を受けようとする方
④自治体等の収用により土地や建物を売られた方 
※収用の内容によっては、税務署での申告をご案内する場合があります。
⑤住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の２回目以降の申告をされる方
⑥ 勤務先で年末調整をされなかった方（給与収入が年間2,000万円を超える
ため、年末調整が行えなかった方も含みます。）

⑦給与を２か所以上からもらっている方
⑧給与所得者で令和５年中に退職し、再就職していない方

役場 で申告受付
必要書類を用意し
て、お越しください。
（※役場での申告受
付時、内容によって
は税務署での申告と
なる場合がありま
す。）
受付日程、注意事項
は、前ページをご覧
ください。

●住民税申告が必要な方 税務署への申告は不要でも役場への申告は必要です
①個人事業者（営業、漁業、不動産等）で、所得税の納付や還付がない方 
②給与を１か所から受けていて、給与所得以外の所得が20万円以下の方
③ 公的年金等の収入合計額が400万円以下で、年金以外に収入があり、年金
以外の所得金額が20万円以下の方

　※上記のほか、学生の方でもアルバイト等の収入は申告が必要です。

役場 で申告受付

必要書類を用意し
て、お越しくださ
い。

●簡易申告が必要な方
①障害年金、遺族年金受給者でその他に収入がなかった方
②生活保護を受けている方
③収入がなく、税制上、誰の扶養にもなっていない方
　（※「収入がない」ことの申告をする必要があります。）
④ 女川町以外に住民登録をしている方の扶養親族になって
いる方のうち、収入がない方

税務課窓口
または

電話（☎54-3131内線181・183）
で受け付けます。

●役場で行えない所得税確定申告➡税務署へ
①青色申告者の方
②消費税の申告をされる方
③住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を初めて申告される方
④ 耐震改修、長期優良住宅や省エネ改修、バリアフリー改修等の税額控除
を受けようとする方

⑤土地や建物の譲渡所得（土地等を売った際の収入）がある方
⑥ 株式などの譲渡所得、申告分離課税を選択した上場株式などの配当所得
のある方

⑦過年分（令和５年分よりも前の年分）の確定申告をされる方
⑧準確定申告（亡くなられた方の確定申告）をされる方
⑨税務署から案内のある方
⑩雑損控除（災害や盗難などによる控除）を申告される方
⑪女川町民でない方の申告

税務署 で申告受付

【税務署の申告受付期間】
２月１日（木）
� ～３月15日（金）
� ※土、日、祝日を除く

確定申告書の提出は、
e-Taxや国税庁ホーム
ページ「確定申告書等
作成コーナー」の活用
をおすすめします。　
石巻税務署�☎22-4151
（代表）音声ガイダンス
　　　「２」を選択

17 16



申告フローチャート はい

はい

はい

はい

はい
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令和５年中の収入は、遺族
年金・障がい年金・失業保
険等のみですか。

令和５年中になんらかの
収入がありましたか。

女川町内に住民登録のあるあなた
の親族が、年末調整や確定申告、
町民税・県民税申告であなたを扶
養親族として申告しますか？ 
※健康保険等の「扶養」とは別です。

令和５年中に給与収入があ
りましたか。

令和５年中の収入は公的年金
だけですか。
※個人年金は公的年金には含みません。

役場で行えない確定申告（前ページ）に
該当しますか。

所得税の還付を受けますか？
（源泉徴収税に記載があり、還付を受ける
場合は「はい」に進んでください。）
（源泉徴収税が０円の場合は、「いいえ」に
進んでください。）

年末調整が済んでいますか。

勤務先から女川町へ「給与支払
報告書」が提出されていますか。

申告の必要はありません。

給与の「源泉徴収票」に記載
されている内容以外の各種
控除（社会保険料、生命保険
料、扶養、ひとり親、寡婦、
障がい、医療費、寄附金など）
を申告しますか？

収入は１か所からの給与（年
末調整済み）のみですか。

主な給与以外の副業の給与、
公的年金、個人年金、配当
等の所得（給与は収入額）が
20万円を超えますか？

令和６年１月１日に女川町
に住民登録がありましたか。

１月１日に住民登録があっ
た市町村に確認してくださ
い。

※所得税（国税）と住民税（地方税）では申告をしなけ
ればならない要件に違いがありますが、このチャー
トは両方の要件を含んだものとなっています。

申告の必要は
ありません。

年間の公的
年金の収入
は400万円
以下ですか

公的年金の「源泉
徴収票(はがき)」
に記載されてい
る内容以外の各
種控除（社会保険
料、扶 養、寡 婦、
障がい、医療費
など）を申告しま
すか？

【スタート】

住民税申告が必要です。
（受付：役場）お電話でも受け付けます。
☎54-3131（内線181・183）税務課

所得税の確定申告が必要です。
（受付：税務署または役場）

所得税の確定申告が必要です。
（受付：税務署）

住民税申告が必要です。
（受付：役場）

①役場へ

④役場へ

③税務署へ 税務署
または
役場へ

①役場へ

④役場へ

１

２

３

４

②
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　地方税法第383条に基づき、償却資産の所有者（町内で事業を営んでいる法人と個人の方）は、毎
年１月１日現在所有する事業用の償却資産について、その所在地、種類、数量、取得年月日、取得
価格、耐用年数、その他償却資産課税台帳の登録と価格の決定に必要な事項を申告していただく必
要がありますので、償却資産申告書を作成の上、税務課固定資産係に提出してください。
　また、駐車場やアパート等の賃貸業を営む場合にも申告が必要となります。家屋に区分されない
倉庫、ごみ置き場、看板、よう壁、アスファルト・コンクリート舗装、看板、フェンス、街灯、車
止め、白線工事等が償却資産に該当しますのでご確認ください。
　また、東日本大震災により滅失または損壊した償却資産に代わるものとして取得か改良した償却
資産に対しては、課税標準の特例の適用を受けることができますので、申告書と併せて「代替資産
対照表」等の関係資料を添えて申告してください。
　※窓口の混雑を避けるため郵送、eLTAXでの申告にご協力ください。

　未登記の家屋について、所有権移転や滅失などの異動があった場
合は、速やかに「家屋補充台帳名義人変更届」か「家屋滅失届」を
税務課固定資産係まで提出してください。
　届出がなかった場合、家屋の異動の把握が困難になるため、実際
は滅失しているのに課税され続けたり、所有権移転前の所有者の方

に納税通知等が送付されたりすることがあります。
※住宅が建っている土地（住宅用地）は、「住宅用地に対する課税標準額の特例」が適用され、固定
資産税が軽減されていますが、住宅を取り壊すと、その特例が適用されなくなるため税額が変更と
なる場合があります。
※届出は女川町公式ウェブサイトからダウンロードすることができます。
　（くらしの情報→税金→固定資産税について）
　URL　https://www.town.onagawa.miyagi.jp/05_08_01_04.html　

不明な点などがありましたら、固定資産係までお問い合わせください。

◆問い合わせ　税務課　固定資産係　☎54-3131（内線182）

償却資産の申告

未登記家屋の
所有権移転と
家屋滅失届

石巻税務署からのお知らせ
〇令和５年分の確定申告
　申告書の作成は、ご自宅からパソコンやスマートフォンでのe-Tax申告が便利ですので、ぜひご
利用ください。
★国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/）　　　★スマホはこちらから⇨
なお、税務署の申告書作成会場は下記のとおり開設します。
◆開設場所　石巻税務署３階（石巻市千石町２-35）
◆開設期間　２月16日（金）～３月15日（金）　※土日、祝日を除く
◆開設時間　午前９時～午後５時
※�	申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券は、会場で当日配付しますが、配付状況に応じて、後日の来場をお願いすることがあります。
ＬＩＮＥを通じたオンラインによる事前発行も可能です（事前発行可能期間が設けられています。）。
また、申告書作成会場では、ご自身のスマホやタブレットを使用して申告書を作成していただきます。
スマホ、タブレットとマイナンバーカード（マイナンバーカードの発行時に設定した暗証番号を含む。）をお持ちの
方は、ご持参いただきますようお願いします。
※駐車場には限りがございますので、ご了承ください。
◆問い合わせ　石巻税務署　個人課税第一部門　☎23-8153（直通）
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申告期限は

１月31日(水)まで
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年越し用の寿司・刺身のご注文は、
12月30日（土）昼頃迄お受けします。

お店は年末年始も無休！

ご注文は、お電話にて承ります。 ☎0225-53-2739
女川町女川2-66 ハマテラス内 従業員募集中

お正月にはやっぱりお刺身!!お正月にはやっぱりお刺身!!

還付金詐欺にご注意ください

新成人の皆さんへ　20歳になったら国民年金

老齢基礎年金
65歳から生涯受けられます

障害基礎年金
病気やケガで障害の状態に
なった方が受けられます

遺族基礎年金
加入者が亡くなったとき、
子のある配偶者または子が
受けられます

　日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、厚生年金や共済組合加入者かその配偶者に扶養され
ている方を除き、国民年金に加入し、国民年金の保険料を納めることになっています。
　国民年金は、老後の生活保障だけではなく、万が一の病気やケガで障害が残ったときや、一家の働き手
が亡くなったときなど、あなたやあなたの家族を守ってくれます。

国民年金の加入
　20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。
　20歳になってから、概ね２週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金
保険料納付書」などが送付されます。加入する年金制度の変更手続き（国民年金⇔厚生年金保険）や年金の
請求手続きなど一生を通して使用しますので、大切に保管してください。
　なお、20歳になってから２週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年
金の加入手続きが必要なため、役場か年金事務所で手続きをしてください。

国民年金（基礎年金）の給付の種類

　全国各地で、口座番号などの個人情報や保険証をだまし取られる事件が発生しています。
　役場では、電話で口座番号などを聞き出し、銀行等のATM（現金自動預け払い機）で金銭の引き出しや振
込みをお願いすることや、ご自宅を訪問して保険証を預かることはありません。

不審な電話や訪問に遭遇した際は、
　・絶対に保険証を渡さない！
　・個人情報（口座番号、電話番号、生年月日など）を教えない！
　・相手の身分（会社名や所属先など）や氏名などを確認する！
これらに注意して、少しでも「おかしいな」と感じたら、町民生活課国保年金係までご連絡ください。
◆問い合わせ　町民生活課　国保年金係　☎54-3131（内線152・156）

　年金は納付要件を満たしていないと給付を受けることができません。学生の方や収入が少なく保険料の
納付が困難な方の場合は、「学生納付特例制度」（学生のみ）や、「保険料免除制度・納付猶予制度」などの
保険料の支払いが猶予・免除される制度があります。国民年金の加入の手続きと併せてご確認ください。
　これらの制度を利用せず国民年金保険料を未納のままにしていると、老後の年金を受けられない、年金
額が低くなるといった恐れがあります。また、「万が一」のときに障害年金が受け取れないなどの事態を
招く恐れがありますので、ご注意ください。

※保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低
額となりますが、「追納制度」をご利用いただければ、将来受け取る年金額を増やすことができます。なお、
追納期間は10年間です。
◆問い合わせ　町民生活課　国保年金係　☎54-3131（内線152・156）

町民生活課町民生活課窓口からのお知らせ

広告
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● 国民年金基金は、自営業の方やその家族、学生などの国民年金の第1号被保険者の方々がゆとりある老後
を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金制度です。
● 加入できる方は、国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方および60歳以上65歳未満の方や海外に
居住されている方で国民年金に任意加入している方です。
● 65歳から生涯受け取ることができる終身年金が基本ですので、長い老後の生活に備えることができます。
●  掛金は全額が所得から控除できるので、所得税と住民税が軽減されます。受け取る年金も公的年金等控除
の対象になりますので、税制面で優遇されます。
● ご加入いただいた後も掛金の額を口数単位で増減できます。

◆国民年金基金についてのお問い合わせ
全国国民年金基金　南東北支部　☎０

フリーダイヤル
１２０－６

ローゴ
５－４

ヨ イ ク ニ
１９２

〒980-0021　仙台市青葉区中央4丁目10－３　ＪＭＦビル仙台01　12階
https://www.zenkoku-kikin.or.jp　　全国国民年金基金　検索

　　　  自営業の方やその家族、
学生などの国民年金の第１号被保険者の皆さまへ

国民年金基
金

制度のご案
内

　使用済み乾電池やリチウムイオン電池は、肥料などの原料としてリサイクルされています。（※
自治体によって異なります）正しいごみの知識を身につけて、住みよいきれいな町・女川をみんな
でつくっていきましょう!!

リチウムイオン電池の出し方
●「資源ごみの日」に袋に入れて茶色（空き缶）のかごに入れて
ください。
※空き缶と別の袋に分けてください。

◆問い合わせ　女川町クリーンセンター　☎️53-3549提供：環境省

知っていましたか
？

加熱式たばこ、電子たばこ等（リチウムイオン電池）
は乾電池同様にリサイクルされています!!

茶色のかご
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町営住宅の入居者募集

●内覧の実施
　女川町では、定期募集に合わせて、申込前に住宅の内覧が可能になりました。
　次回は２月の定期募集に合わせて実施する予定です。
　　※内覧を希望する方は、事前に予約が必要となります。
　◆問い合わせ　町民生活課　住宅係　☎54-3131（内線171～173）

2 定期募集
令和５年度12月以降の定期募集は、２月の１回を予定しています。
次回は令和６年２月の募集です。詳細は２月号の広報、女川町公式ウェブサイトでご確認ください。

●申し込み
　①申込方法：町民生活課の窓口で、申込書に必要事項を記入していただきます。
　　　　　　　※郵送での受付や宮城県住宅供給公社での受付はできません。
　②受付期間：年間を通じて常時募集します。
　　　　　　　受付は年末年始を除く平日の午前９時～午後４時です。

●申込資格　※申込時点ですでに公営住宅に入居している方は申し込みできません。
　①町内に就職か定住を希望し、現在住宅に困っている方（持ち家のある方や短期滞在目的の方は不可）
　②世帯所得が基準以下の方　「既存公営・災害公営住宅」…月額所得が259,000円以下の方
　　　　　　　　　　　　　　「特公賃住宅」…月額所得が158,000円以上487,000円以下の方
　③町税等の滞納がない方
　④暴力団員等でない方（同居親族を含む）

●募集住宅
　募集している住宅の情報については、町民生活課の窓口でご確認ください。

1 常時募集
常時募集は、定期募集において一定期間応募がない等の理由による空き住戸を、申込順（先着順）で入居
者を募集するものです。

3 入居者の皆さんへ　

　11月１日に東京エレクトロンホール宮城で令和５年文化の日表彰式が行わ
れました。
　この表彰は、多年にわたり県勢の発展と県民福祉の増進に尽力された方々
へ贈られます。
　受賞者の鈴木誠喜さんは、多年にわたり民生・児童委員として県民福祉の
向上に努め民生の安定に寄与されてることから民生安定功労者として受賞さ
れました。

＊令和５年文化の日表彰＊

●給水管の凍結防止を心がけましょう
凍結による給水管の破損などの修繕費用は入居者の負担となります。
そのため、凍結防止について以下の対策を心がけましょう。
① 部屋を空ける時や気温が特に低い日は、凍結防止の確認を心がけましょう。
② 気温が特に低い日はすぐに凍結しますので、就寝前に水抜きをしましょう。
③ 屋外に流し台のある住宅は、水抜きを徹底しましょう。
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【普段から使用している減塩食品アンケート】
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　食塩の摂り過ぎは高血圧の原因となり、脳卒中や心臓病、腎臓病などの病を引き起こします。減
塩は、高血圧の方だけでなく、健康維持のためにも、とても大切です。
　減塩食品の品質は年々向上し、おいしいものが増えていますので、上手に活用してみましょう。
　普段から使用している減塩食品アンケート（547人回答）で１位を獲得した減塩食品はしょうゆで
した。２位・５位の「みそ、しお」も「料理のさしすせそ」を担う主要な調味料です。毎日口にす
るものだからこそ、「減塩」を試してみませんか。

お刺身につけ
るお醤油、

　減塩にして
みませんか？
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◆問い合わせ
　健康福祉課　健康対策係
　☎️53-4990

新型コロナウイルスワクチン接種新型コロナウイルスワクチン接種
●12歳以上の新型コロナウイルスワクチン接種は令和５年11月末で集
団接種を終了し、令和５年12月から個別接種に切り替えてワクチン
接種を行っています。

会場はすべて女川町地域医療センターで詳細は下記のとおりです。

♦日　程
　①１月19日（金）　16：30～
　②２月16日（金）　16：30～
　③３月15日（金）　16：30～

♦予約方法
　ご予約は女川町地域医療センター
　(☎53-5511)に直接ご予約ください。
　※予約の受付は平日午前10時〜午後３時

！注意点
　既に秋開始(９月20日以降)接種を受けている方は、対象となりません
のでご注意ください。

※６か月〜４歳、５歳〜11歳の接種を希望する方は、健康福祉課へお
問い合わせください。
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◆問い合わせ・申込先　東部保健福祉事務所（石巻保健所・石巻市あゆみ野５丁目７番地）
　　　　　　　　　　　母子・障害班　☎95-1431

【石巻保健所主催による相談会】
相談会名 日　　時 相談担当 会　　場

アルコール関連問題等相談 １月19日（金）
午前10時～午後３時

斎藤　光央　
（精神保健福祉士・東北会病院）

石巻合同庁舎２階
一般診察室等

思春期・ひきこもり相談 １月11日（木）
午後１時～５時

畠山　幸博　
（精神保健福祉士）

石巻合同庁舎２階
一般診察室

その他の精神保健福祉相談 １月26日（金）
午後２時～５時

木村　勤　
（精神科医・鹿島記念病院）

石巻合同庁舎２階
一般診察室

精神保健福祉相談のお知らせ
毎日をいきいきと過ごすには、身体はもちろん心の健康も大切です。毎日をいきいきと過ごすには、身体はもちろん心の健康も大切です。
やる気が出ない、眠れないなど心の健康が心配な方やご家族もお気軽にご相談ください。やる気が出ない、眠れないなど心の健康が心配な方やご家族もお気軽にご相談ください。
相談内容について秘密は守られます。相談内容について秘密は守られます。
事前予約制となっています事前予約制となっていますので、ご相談のある方は下記までご連絡ください。ので、ご相談のある方は下記までご連絡ください。

●�「フードバンク」とは、食品ロスを無駄なく活用する取り組みです。「食」の支援を必要とし
ている世帯や福祉関連の施設・団体等へ無償でお渡しするフードバンク活動には「フードド
ライブ」があり、ご家庭に眠っている頂き物や、買いすぎてしまった食品を持ち寄り、フー
ドバンク団体へ提供する気軽に参加できる社会貢献活動があります。

●�女川町社会福祉協議会でフードバンクいしのまきと協働で地域福祉センター内に「フードド
ライブ」コーナーを設けています。さらに期間限定で女川町役場庁舎内でも「フードドライブ」
コーナーを設け、食品等を入れるボックスを設置しておりますので、ご協力をお願いします。

食べ物を無駄にしない仕組み

をご存じですか？「フードバンク」

【提供していただきたい食品（例）】
●穀類（お米・麺類・小麦粉など）　　●保存食品　　●調味料（みそ・しょうゆ）
●飲料類や菓子類　●インスタント食品やレトルト食品　●粉ミルク　●離乳食
●のり・お茶漬け・ふりかけ類　●贈答品（お中元・お歳暮など）
【受付できないもの（例）】
●開封された状態のもの　●アルコール類　●賞味期限まで１か月以内のもの
●自家製品（漬物など）　●冷凍・冷蔵を要するものについてはお問い合わせください。

　このフードバンク活動に
は、地域の企業・町民のみ
なさまの協力が不可欠です。
　ご協力をお願いします。

◆問い合わせ　●一般社団法人フードバンクいしのまき
　　　　　　　　石巻市駅前北通り４丁目10－26－3  
　　　　　　　　☎98-5996　　E-mail：ishinomaki.fb@gmail.com 
　　　　　　　●社会福祉法人　女川町社会福祉協議会
　　　　　　　　女川町鷲神浜字堀切山107-17（女川町地域福祉センター内）
　　　　　　　　☎53-4333 / FAX 53-4336

設置期間●１月9日（火）～１月18日（木）
設置場所●役場庁舎内１階　総合案内前
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◆日　程　１月16日（火）　　　◆時　間　午前10時30分～午後３時
◆場　所　女川町まちなか交流館　会議室A・B
◆対象者　�ひきこもりの状態にある、義務教育終了後からおおむね50歳までの方
◆参加費　無料　　　　　　　◆その他　昼食を食べる場合は各自持参となります。
◆問い合わせ　マイスペースここてらす石巻　☎25-7609

「あなたが安心して行ける場所」マイスペースここてらすが、女川町に開設されます。
開設時間内であれば、いつ来てもいつ帰っても良い、自由に過ごしていただける居場所です。
スタッフや、参加メンバーと交流してみませんか。

宮城県ひきこもり居場所支援モデル事業宮城県ひきこもり居場所支援モデル事業
マイスペースここてらす出張居場所 in 女川町

　たばこの煙には多くの物質が含まれていますが、健康被害をもたらすのは主にニコチン、一酸化
炭素、タールの3つで生活習慣病と関連するのはニコチンと一酸化炭素です。
ニコチン
・血液の流れを悪くする
・血管を収縮させ血圧を上昇させる
・中性脂肪の原料となる
・依存性がある
一酸化炭素
・血管の壁を傷つける
・細胞が酸素不足になりドロドロした血液になる
タール
・健康な細胞をがん細胞に変え、増殖させる

《高血圧と喫煙》
・喫煙は交換神経を刺激して血圧を上げ、脈波を増やします。高血圧の方は、脳卒中や心筋梗塞の
原因となる動脈硬化が進みやすい状態にありますが、喫煙はさらに動脈硬化のリスクを高めます。

《脂質異常症と喫煙》
・喫煙は血液をドロドロにして、血液が固まりやすい状態にします。さらに、HDL（善玉）コレステロー
ルを減らし、LDL（悪玉）コレステロールと中性脂肪の原料となる遊離脂肪酸を増やします。脂質の
視点からみても、喫煙は動脈硬化を進ませる大きな危険因子となります。

《糖尿病と喫煙》
・喫煙は血圧と同じように交感神経を刺激し血糖を上昇させます。そしてさらにインスリンの働き
を妨げ、糖尿病になりやすくなります。また、糖尿病の患者さんが喫煙すると、治療の妨げとなり、
動脈硬化や糖尿病性腎症などの合併症リスクを高めてしまいます。
　喫煙は、血圧、脂質異常症、糖尿病の全てに悪影響を及ぼします。この機会に、禁煙について考
えてみましょう。
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女川町地域医療センターからのお知らせ
当センター医師より新年のごあいさつ

～本年もよろしくお願い申し上げます～

１月の　　　　
外来診療科・診療日

診療受付時間
　　午前８時30分～11時30分
　　午後１時30分～４時30分
※心療内科・眼科は午後４時まで
　予防接種は午前11時・午後４時まで
　乳児健診は午前10時30分・午後４時まで
※電話による相談は24時間対応します

診
療
科

総合診療 小児科 心療
内科 眼科 整形

外科 皮膚科

午前 午後 午前 午後 午後 午後 午前 午前
（午後４時まで）

月 ● ● ● ● － － － －

火 ● ● ● ● ※● － － －

水 ● ● ● ● － － － －

木 ● ● ● ● － ※● ● －

金 ● ● ● ● － － － ●

土 13日
27日 － 13日

27日 － － － － －

１月の巡回診療　※予約制
出島集会所 10日㈬
江島集会所 17日㈬

予約制です。
外来受付までご連絡ください。

女川町地域医療センター（輝望の丘）　☎53-5511

女川町地域医療センターは町の施設で、管理運営は指定管理者が行っています。

■総合診療外来　
•�小児科医師による診療は水曜日のみ、受付時間は【午前】10時30分まで【午後】４時までです。
　水曜日【午前】10時30分以降【午後】４時以降と水曜日以外は内科医師の診療になります。
　乳児健診の方は水曜日にお越しください。
•当面の間、水曜日午後の総合診療は休診となります。

イブニング外来
日時：１月19日（金）
受付：午後４時30分
　　　　～６時30分

予防接種の受付は午後6時まで

１月31日（水）まで
※ワクチンがなくなり次第終了
となります。

※診察日は都合により変更する場合もあり
ますので、事前にお問い合わせください。

インフルエンザ予防接種

今年も皆さまのお役に立てる
よう一生懸命頑張りますので、
どうぞよろしくお願いいたし
ます。
 鈴木 綾子

女川町の皆さまが健康
で過ごせるよう精進し
てまいります。今年も
よろしくお願いいたし
ます。 斉藤 有佳

今年は体に良くないものを
タツ（断つ）年にしましょう！
皆さまが健康で過ごせるよ
う頑張ります。
 センター長　齋藤 充
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放射線に関する正しい知識を身に付けよう！
身の回りにある放射線

　私たちは普段の生活の中でさま
ざまな放射線を受けながら生活し
ています。
　身の回りにある放射線は、①自
然放射線（宇宙からの放射線や地球の
空気、岩石、食べ物など）②人工放射
線（ＣＴやエックス線など）があります。
　自然放射線により私たちは年間
2.1ｍSv（日本平均）、人工放射線
では年間3.87ｍSv（日本平均）の
影響を受けていますが、100mSv
以下の被ばくでは発がんリスクに
統計的な差はないと言われていま
す。 「出典：原子力・エネルギー図面集」

検診

宇宙から 0.3mSv
大地から 0.3mSv
ラドンから 0.5mSv
食物から 1.0mSv

（50）

（1.0）
（3.0）

（0.002～0.01）
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第二多目的運動場での計測

※ 全ての施設で、年間の追加被ばく線量1ミリシー
ベルトに相当する空間放射線量率1時間あたり
0.23マイクロシーベルトを下回っていました。

◎測定結果（単位:マイクロシーベルト/時）
（11月10日～12月14日）

施 設 名 測 定 値
しおかぜ保育所所庭（0.5m） 0.05
第四保育所所庭（0.5m） 0.07
小中学校校庭（0.5m） 0.07
小中学校校庭（1.0m） 0.06
第二多目的運動場（1.0m） 0.06
役場庁舎前（1.0m） 0.04

　女川町では、女川魚市場に水揚げされ
た水産物について、宮城県の簡易測定器
と東北大学から提供された連続個別非破
壊放射能システム等を使用し、放射能を
測定しています。令和５年10月２日から10
月31日までの測定結果は、以下のとおり。
◆ 検体数・測定結果
　21種類65検体、すべてにおいて、厚
生労働省が定める一般食品の基準値100
ベクレル／㎏を下回りました。
� （検体全て測定下限値以下・不検出）

◆測定機器
　○EMFジャパン㈱
　　　ガンマ線スペクトロメータ（EMF211型）
　○東北大学
　　　連続個別非破壊放射能ｼｽﾃﾑA01型
　　　非破壊式食品放射能測定装置

水産物の
放射能測定結果

測定結果は、放射線・放射能に関するポータルサイト「みやぎ原子力情報ステー
ション」でも公開しています。お知らせ

◆このページに関する問い合わせ　企画課　原子力対策係
　　　　　　　　　　　　　　　　☎54-3131（内線252）29 28



＊アドバイス＊
○これは、オペレーターを名乗る人物より氏名や生年月日等の個人情報を聞きだし、金銭をだ
　まし取ることを目的とした特殊詐欺の予兆電話です。
○「電話が止まる」との言葉に慌てず、不審な電話は絶対に相手にせず、無視してください！
○電話やメールでお金の話が出たり、支払いを要求されたときは、必ず詐欺を疑ってください。
○不明な点がある場合は、契約事業者の本来の連絡先を調べて、問い合わせしてください。
○不安を感じる場合は、消費生活相談員や警察に相談してください。

○突然訪問してきた業者には安易に点検させない
○すぐに契約せず、複数社から見積もりを取るなど十分に検討する
○保険金を利用できるというトークには気を付ける
○クーリング・オフや契約の取消しができる場合もある

＊＊困ったときは、町の消費生活相談員にご相談ください＊＊
◆問い合わせ　産業振興課　消費生活相談員デスク　☎54-3131（内線682）

＊消費生活相談員からひとこと＊
　あけましておめでとうございます。暖冬と言っても寒いですね、健康に気を付けて過ごしましょう。
スマートフォンの保護のために、ガラス製フィルムを貼って使用している方も多いと思いますが、割れてい
ませんか？割れたまま使用して、怪我をする事例が多く発生していますので注意してください。

●「2時間後に電話が止まる」という自動音声の電話にご注意！

●屋根工事の点検商法にご注意！

●電話で「お金の話」は詐欺！

　石巻警察署から特殊詐欺について情報提供がありました。
　県内では、特殊詐欺被害が増加しており、石巻警察署管内でも10月末現在で被害件数９件、被
害金額約1,200万円の被害が発生しています。
　今回は、融資保証金詐欺について説明します。
　融資保証金詐欺の手口は、電話やメールなどで融資を持ちかけ、融資の保証として金銭を要求し、
実際には融資をしないでお金をだまし取る手口です。
　電話やメールでお金の話をされた時には、周りの家族や警察官に相談してください。
◆問い合わせ　石巻警察署　生活安全課生活安全係　☎95-4141

　町内において、自宅の固定電話に不審な自動音声の電話があったと相談が寄せられています。

　国民生活センターからの情報によりますと、「屋根工事の点検商法」に関する相談が増加しています。
　点検商法とは、「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「屋根瓦がずれているので点
検してあげる」と言って点検した後、「このままだと瓦が飛んで近所に迷惑がかかる」「台風がきたら雨漏
りする」などと不安を煽って工事の契約をする手口です。

電話をとると自動音声で「緊急です。この電話は２時間以内に使えなくなります。
オペレーターにつなぐには「１」を押してください。」というアナウンスが流れた。

令和５年10月末時点 前年同期比

件　　数 ９件 ＋２件
被害金額 約１，２００万円 －約４，８００万円

令和５年
特殊詐欺情報

事例

消費者庁イラストより

トラ
ブル回

避のポイント!
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　季節は寒い冬となりましたが、リーグ開幕へむけて、いよいよ、2024シーズンが本格始動しま
す。10月の全国大会を終えた後も練習を続けてきた選手たち。この間、体力トレーニングはもちろん、
練習試合を重ねて、選手間の連携も確認してきました。葛野監督体制で２年目となる、2024シーズ
ンは、リーグ優勝を成し遂げ、東北王座の奪還がミッションです。日本サッカー界アマチュア最高峰
の「日本フットボールリーグ」（ＪＦＬ）への昇格を最終目標に活動していきます。
　今回は、令和５年11月26日、女川町生涯学習センターホールで開催した「2023シーズン報告会」
の様子をご紹介。退団を決めた舛沢樹選手、山内晴貴選手、小川和也選手、杉山颯汰選手、庄子匠選手、
長谷川丈瑠選手、橋本光晟選手の７人があいさつで感謝の言葉を述べました。

コバルトーレ女川だより

Vol.48

(株)コバルトーレ　☎ 54-3251
HP  https://cobaltore.com/

葛野監督がお集まりいただい

た皆さまへご挨拶しました 引退する小川選手には長男の柊太君も駆けつけてくれました

退団選手たち（左）へ花束の贈呈
を行いました

退団選手を囲んで、選手皆で集合写真撮影

■2023シーズン報告会の様子

リーグ開幕にむかって、チーム情報はホームページやＳＮＳで発信していきます。試合情報や選手
の動向など、ぜひ、チェックしてくださいね！

2024シーズンもよろしく！
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女川町公式ウェブサイト　HP  https://www.town.onagawa.miyagi.jp/

　広報おながわおよび女川町公式ウェブサイ 
トに掲載された広告は、審査の上掲載して 
いますが、掲載した内容について町が責任を 
負ったり、保証するものではありません。
　事業や広告の内容につきましては各広告主 
にお問い合わせください。

女川町の人口 令和５年
11月30日現在

総　数 5,919人 （－7人）
男　性 2,915人 （－3人）
女　性 3,004人 （－4人）
世帯数 3,039世帯 （－6世帯）

（　

 

）内
は
前
月
比

広告について

　お餅の飲み込むタイミングがよく分かりません。近年、餅を詰まらせ病院に搬送されるといニ
ュースをよく目にします。のどに詰まらせないために大切なことは何かと調べてみたところ、「良
い姿勢」が重要なのだそうです。姿勢が悪いと食事の時以外でも肩こりや腰痛の原因となるほか、
不健康で疲れているという印象を与えてしまいます。かく言う高橋も長年の猫背に悩んでいまし
て、正しい首の位置を見失っております。上下左右、顎を引いたり出したりと、しきりに首の位
置を探っていますが、どこに据えてもしっくりきません。一体どうしろと言うのでしょうか。話
は変わりますが、今月号の表紙には遊び心を入れてみました。皆さん気が付きましたか？

編 集 後 記

　　　　第22回みやぎふるさとCM大賞で
　　　　　　　　銀 賞をいただきました。

　令和５年12月２日（土）に、第22回みやぎ
ふるさとCM大賞の発表審査会が開催され、
女川町の「次は、僕たちの番だ。」が銀賞を
受賞しました。みやぎふるさとCM大賞は、
宮城県内の各市町村がふるさとの魅力を30秒
CMに詰め込み、ふるさとの誇りを県内へ広
く伝えようと開催されてきました。
　今年の女川町のテーマは「継承」です。女
川小獅子振り隊の佐藤弥里君（右）、鈴木碧虎
君（左）を主役に女川の伝統「獅子振り」が次
の世代へと受け継がれ、先人たちの思いを若
い獅子がつないでいく様子をＣＭにしました。
当日の様子は東日本放送内の特別番組（１月
３日（水）午後4時～）で紹介され、CMは年間
40回放送されます。女川キッズの活躍をぜひご覧ください。

問い合わせ　総務課　秘書広報係　☎54-3131（内線213）

みやぎふるさ
とCM

PB 32

CM制作
女川町地域おこし協力隊
佐々木理人（右上）
女川町総務課　秘書広報係


